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第
十
一
条

③｜ ② ’ ⑧
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
か
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁

の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各

⑦I ⑥’
区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、

ｌ
充
て
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の

庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
か
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
準
則
で
定
め
る
。

‐

の
職
に
補
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ひ
前
曠
の
絹

虫
が
菖
守
十

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
唄
堀
国
剛
１
Ｎ
割
側
倒
調
司
回

法

務

大

臣

は

、

年

齢

が

六

十

三

年

に

末
臣

人
卜
い
１
．
）
／
Ｃ
庖
引
止
附

１
日
め
た
ま
ま
動

検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の

熱隆

て
遥
田

］
万
）
笛

〒
千
こ
毒

口

達
し
た
検
事
を
検
事
正

検
事
を
も
っ
て

末
三
垂
疾
尼

指
揮
監

男|菫|筐
ﾖlH部'0

第
十
一
条

②
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の

庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
且
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

’第
十
条
一
一
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各

②
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁

の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、

に
充
て
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

検
事
総
長
、

検
事
長
又
は

検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監

検
事
を
以
て
こ
れ

2



任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
・

一
・
二
（
略
）

②

前

項

の

規

定

に

よ

り

検

察

官

に

任

命

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に

す
る
。

１
１

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
二
十
条
の
二
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十

②
検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
国
家
公
務
員

督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第

八
項
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ブ
〔
》
○

|’
者
の
ほ
か
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は
、
次
長
検
事
又

条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十

項
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し

法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

は
検
事
長
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項

た
日
」
と
、
「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該

し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長

一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間

退
官

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に

、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官

す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
外
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
・

一
・
二
（
略
）

（
新
設
）

督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第

二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

ブ
（
）
○

3



'’

③

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の

末
日
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
五
項
又
は
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て
勤
務
さ
せ

、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の

事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ

前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の

院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
が
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

と
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ

の
項
本
文
に
規
定
す
る
期
限
は
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
三
年

に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事

人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
第
一
号
」
と
、
「
人

に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占

る
期
限
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お

当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該
職
員
が
定
年
に
達

年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
「
を

と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ
る

七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
定

て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定

は
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）
」

み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
次
長
検
事
又

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ

し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
一

い
て
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
と
し

の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

（
新
設
）

4



該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ

職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第

席
検
察
官
と
し
て
勤
務
さ
せ
る
期
限
を
延
長
し
た
検
事
で
あ
つ

得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占

員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

達
し
た
日
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事
院

を
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
」
と
あ
る
の

項
本
文
に
規
定
す
る
期
限
は
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
三
年
に

則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
同
法
第

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上

規
則
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各

四
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
と
し
て
勤
務
さ

は
「
検
察
庁
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）
」
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二

」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ

号
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

せ
る
期
限
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ

号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
第
一
号
」
と
、
「
人
事
院
の

る
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
単
に
「
準

て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の

て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を

二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ
の

る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「

し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い

て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
検
事
に
あ
っ
て
は
、

っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職

5



⑦’ ⑥｜
る

こ

と

が

で

き

る
○

④’
区
込
決
主
尹
▽

区
込
決
主
尹
思

）
往
く
聿

虹区
公
決
圭
尹
▽

Ⅸ
込
狹
主
尹
▽

Ｘ
套
聿

〉
公
疾
聿

へ

新
へ

新
（
新
設
）

（
新
設
）

設 設
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附
則

’
第
一
条
（
略
）

第
三
十
一
条

第
三
十
条
（
略
）

第
二
十
九
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
い
に
必
要
な
補
助
を
す
る

０
⑧’

閣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。

（
削
る
）

第
四
条

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

十
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
二
条

に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、

幻
止
幽
ヨ
ノ
‐
１

１
り
た
ま
主

●
十
フ
」
茎

第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二

α
州
』
α
埋
恨
↓
手
〈
稗

臣
が
定
め
る
準
則

か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び

０
７

国
家
公
務
員
法
附
則 ’

U

『

7い
て
、
同
法
の

妻|言の
規
定
に
よ

ヨ|暁 Iｰ 床

よ玉
ス］菖百

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ

れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、

第
三
十
二
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を

定
め
る
。

第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

○

ｌ
４
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｑ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
削
除

（
新
設
）

ｌ

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

十
条

附

則

及
び
第
一

一
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条

の
接
定
は
国

号
）
附
則
第
十 第
十
八
条
乃
至
第
二ｌ

務
員
法
（
昭

の
規
定
に
よ

、
同
法
の

7



’
第
二
条

へ へ へ

削
る

削
る

削
る

） … …

（
略
）

第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ

の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
。

４
‐
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ⅱ
口

庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す

ｌ
匹
条
こ
の
枠

腿
事
の
し
た
事
件

匙
又
辻
最
一
局
黄
堯

呪
冷
床
十ｌ
」
の
資
賂

又
３

α
受
理
そ
価

庁
の
怜
墜
事
の

ｰ

0,ミ

ゴ
1M
雪'0

土l (7

■
■

加
″
ノ
■
■

Ｘ
ｊ
陛
声
尹
価

三
幸

○

8



へ

削

る
…

（
削
る
）

③’ ②’床

： ！
試
を
経
た
も
の
は
、
そ
の
老
斗
融
翻
鯏
甥
口
淵
Ｈ
則
Ｉ
召
州
渕
句
測
剴
訓
脚 I

丈’

ｌ
‐

弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

弁
護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通
じ
て
三
年
以
上
に
な

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
１
ト

地
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

る
も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る

１

七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護
士
令
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
十
六
号

諾
島
乃

‐

弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
（
昭
和

干
娠
卜
Ｌ
ト
ー
一
円

群
は
た
聿
白
▽
〈
叫
個
こ
の
汁
陸
釣

自
叶
工
示
し
帷
修
韮
自

牛
一
ハ
詰
亘
円

る
資
格
を
右１
回
本
ヨ
と
ア

斗
六
誌
宣
円

〃
｜
玉

9



（
削
る
）

へ

削

る

第
三
十
九
条
の
二

31 21
数
に
限
る
。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
‐
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト

適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
獄

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

I
ヨlF は

、

第

十

九

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

二
級
の
検
事
の
在
職
の
年
数
と
み
な
す
。

淫
差
し
く
腫
託
讓
官
の
墹
に
あ
っ
た
年
数
は
、
前
項
の
規
定
の

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ

（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
調
劉
鬮
調
用
事
謝
削
割
弓
１
瑚

省
課
程
を
總州
得
た
者
に
あ

櫛
の
年
数
が
産
筥

后
筈
様
琴
庁
事
澄
后
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
檮

＃
叱
在
栂
の
年
数
で
産
筥

眉
又
掴
弁
護
士
伍
鬮

ソ
ち
沖
縄
法
令
の
胴

≦|澤

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市

善|等
し
汀
ｖ
，
一
列
桐
』
種
幽
咋

ｌ
医
そ
の
答

肌
読
査
官
、
琉
球

肌
事
務
局
長
の
職

樫
催
琶
生
伍
修
琶
と
后
一
…

十
菱
乙
啄
立
［
浩

百
足
目

護
士
と
な
る
資
棺

、
剤
刷
例
刎
吋
測
馴
引

０
．
劣
化
砥
弛
α
毎

１
つ
篝
各
斧
一
旦

０
１
ｔ
７

10



’ ’
第
三
条

第
四
条

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

は
、

て

は

、

同

項

中

「

検

察

官

は

、

年

齢

が

六

十

五

年

」

と

あ

る

の

１
１

で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ト

「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

Ｉ

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

ｌ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■

法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除

第
四
十
一
条

第
四
十
条

宋
兀
一
十
‐
一
万
末
鮒

（
新
設
）

（
新
設
） Ｉ

す
る
。

る
0

せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

0

の
職
に
在
る
者
は
、
別
炉
堂
醐
智
馴
倒
鞘
創
門
別
洲
渕
例
Ⅶ
叫
剴
司
刷
１
Ｊ
捌

ヴ
圭
三
一
証
広
圃
掴

手
又
３

蓑
に
房
。
匡
万
信
を
心

級
の
者
ぱ
、

二
柵

等
一
丁
又
判

6’
こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検

こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判

”
料
手
陰
季
差

将
舘
馴
グ 健

一
《
Ｆ
ト
ー
‐
何
〃

手
讓
官
に
任
せ
ら
れ

仕
又
は
三
級
の
者
散

穿
十
八Ｉ
員
の
職』

区
毒
判
可
惨
事
広
摺

族弓
穿ム
ーコ ロ

濤存

苗
一
ｘ
３

床
二
喉
澤ｌ
め
っ
た
者

廼
オ
ニ
ロ
ヒ

ロ
万
死
岸

1

7又
旧ｌ

Ｆ
－
Ｉ垂10

ll



る
勤
務

の
意
思

を
確
認
す
る
よ
＞

フ

努
め
る
も
の
と
す
る
。

12



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

’
２
．
３

牙
一
条
検
察
官
の
給
与
に
僕
－

二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
（

き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
乃

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
朧

百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
具

る
者
の
例
に
よ
り
、
一
号
か
畠

‐
事
及
び
附
則
第
三
条
に
定
め
ス

し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
后

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
俺

五
号
）
に
よ
る
指
定
職
俸
給
寿

よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ

る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調

洽
、
一
皮
動
手
当
受
双
昔
日
首
一
王

て
ば
検
察
庁
法
（
略
称
二
十

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除

ひ
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別

律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
三

か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
怜

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
芳

副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ

整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日

当
は
、
こ
れ
を
支
袷
し
な
八
・

’
3 2末

一
条
検
察
官
の
給
与
に
産
し
て
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
一

百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
の
例
に
よ
り
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
怜

事
及
び
第
九
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
芳

し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日

給
、
夜
勤
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
・

次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
り
、
単

身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

寒
冷
地
に
在
勤
す
る
検
事
長
に
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
り

菫
△
祠
也
手
当
吟
ご
芝
△
ロ
ナ
５
．

Ｚ
は
』
桂
片
目

倖
の
接１
．
昭
和

７
Ｆ

十
一
目

力 。

ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

:|隼

i/1,|=

13

改
正
案

現
行



’
第
二
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

公
務
員
法

’ く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
・

’
第
三
条
（
略
）

第
四
条

（
削
る
）

年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
い
か
な
る

へ

略
…

（
昭
和
二
十
二

条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

第
十
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す
る
俸
給
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当

該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減

ず
る
。
一
検
事
総
長
百
分
の
二
十

第
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限
り
、
当
分

の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
三
万
四
千
円
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

’
第
八
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法

’
第
七
条

21

I
の
如
何
な
る
条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

0

所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
渋
罵
匡
詞
．
判
山
削
司
引
州
劉
倒
刷
回
訓

‐

検
察
官
の
俸
給
等
の
応
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭

ﾖlF

『
匡
》
｝
ヨ
ー
ョ

Ｈ
ノ
月
ノ
丙
ソ

砿
（
退
瀞

14



ル
21 第

五
条

IIｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
口

が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額

口

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ⅱ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐

を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
前
項
の
規
定

と
す
る
。

１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
ｌ
‐

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

‐

よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｑ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
１
Ｉ
’
Ⅱ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

り
そ
の
者
の
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
■
■
■
Ｉ

に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

Ｊ

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
七
項
本
文
の
規
定
に

検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
肝
同
Ｊ
当
知
内
詞
則
ｌ
ａ
伽

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
百
分
の
十
五

三
次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長
百
分
の
十

四
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条

に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸

給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
・
七
七

五
十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十

号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
七

・
七
七

六
十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
四
・
七
七

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と

と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

ブ
（
）
○

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
新
設
）

15



給
す
る
。

工文0
，

給遡
呂太日

; ト
シ
」
明
細
大

１
Ｍ
項
の
胴

づ､I Yk－I I」
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一ロ マジロ ロ

へ

新
設
一
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○
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

盾
一
目

け
亘
匡

末

罫'0

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

17

21
て

得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

ﾘI
附
則

改
正
案

附
則

（
新
設
）

（
新
設
）

現
行



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）

Ｉ
員

（
経
過
措
置
）

二
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者
笛

ぐ
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

柘
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

弓
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

畝
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

牛
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

韻
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

恢
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

と
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

一
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

ｂ
ぅ
）
に
這
Ｌ
な
し
ご
と
と
な
る
も
α
に
ほ
、
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

梗
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
龍

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
荊
州
劇
珂
１
１
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

一
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

州
［
ロ
勾
埣
歪

－ 1－ ノ1,H リノ

たの月α

頷額額名
Y D－ D一回

目
措
置
一
部
の
琴

仮
Ｅ
α
彗
剛
日

Ｏ
俸
給
月
頼

昌
の
俸
給
竺

肌
二
十
四
年

々
一
コ
『
｛
鄙
》
が
十
‐
ノ
ア
ヘ
‐
〕
八
《
愉
漏

×
二
一

刀
Ｆ
Ｅ
に
末
し
て

に
関
す
る
法
律
竺

紘
律
第
五
号
）
の

祭
官
で
あ
る
者
昨

疋
め
る
割
合
を
季

嗜
Ｕ
，
，
｝
ゾ
ヘ
〃
一
一
一
一
、
‐
〆
一
一
、

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

壽
一
Ｅ
て
友
を
老

受
け
て
い
た
俵

の
一
部
を
改
正

施
行
の
日
に
お

あ
っ
て
は
、
当

し
て
得
た
額
と

堂
一
斗
よ
』
一
句
し
一
ｒ
－
ｎ
Ｕ

18

改
正
案

現
行



２
．
３ を
受
け
る
副
検
事

へ

略
…

百
分
の
九
十
九

一

２
－
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
検
察
官
に
な
っ
た
者
に
つ
い
て

、
任
用
の
事
情
等
を
考
盧
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支

給
さ
れ
る
検
察
官
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
検
察
官
に
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
俸
給
を
支
給
す
る
。

３
次
長
検
事
又
は
検
事
長
（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
を
除
く

。
）
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
支
給
さ
れ
る
も
の
に

は
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
特
別
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
十
四
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
｜
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用

を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
り
、
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。

を
受
け
る
副
検
事

百
分
の
九
十
九

－

19



○

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

る 弗
匹
条
策
匹
曜
の
頬
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則

弟
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

粂
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
頷
を
基
礎
シ

0

亨
』
【
〃
Ｕ

の
円
［ ■

■

眉
グ

律
個
公
布
α
日
⑦
雇
寺

月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は

し
、
第
二
条
及
び
次
条
か

成
二
十
四
年
四
月
一
日
か

均
給
与
額
に
関
す
る
ヨ
ー
室

始
莉

部
を
改
正
す
る
法
律

四
た
グ

ａ
Ｆ

辿
口
た
グ

玉

へ

平
成る 跡

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
唐
（
次
条
及
び
附
則
第
四

須
回
劃
剛
川
口
４
１
糊
刎
削
剥
川
１
剖
川
則
刎
ｊ
可
に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十

条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
領
を
基
礎
と

の
津
腫
国
明
の

○

一
一

十
四
年
法
律

のこ

R0

眉
グ

律
個
公
布
α
日
伍
層

月
の
初
日
で
あ
る
と
去

し
、
第
二
条
及
び
次
条

成
二
十
四
年
四
月
一
日

均
給
与
額
に
関
す
る
ヨ

第
五
号
）

、

へ

附
則
第
芸
一
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

エ
Ｅ
勾
７

20

改
正
案

現
行



（
削
る
）

へ

削
る
…

朱
兀
一 の
適
用
の
特
例

恢
察
官
の
給１
局
そ
の
他
の

Ｉ
］
貝
の

言'6
）

圭| '。

恢
察
官
の
給

昌
そ
の
他
の

半
戎
十
五
羊

、
次
一
的
Ⅸ
胆

ｌ
］
貝
の

言'0

韮|誰 朱 叩
の
玉

JZlyrl")l* 単l4I (7)I-E
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（
政
令
へ
の
委
任
）

１
１

（
端
数
計
算
）

第
三
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

|産
第

ロ ー

ノ、

条
令

条六

（
端
数
計
算
）

第
五
条
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

’
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

‐

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
支
払
幽
倒
詞
鯏
捌
調
荊
引
詞
矧
例
矧
劉
渕
剴
画
用

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

へ
の
委
任
）

22



○

、ｰ

フ 特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）

乱〃
ｘ
一 胎

莉
第
十
．
司

十
一
号
）
策
二
十
条
第
一
曠
各
号
、

十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
丞

白
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
笛

朱
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
暑

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
司

0

蓋 c

他
人
情
報

情
報
に
含

特
定
の
個

拒
△
口
す
る

計
価
に
筐
す
る
個
汎

行
政
機
関
の
長
乃

外
の
目
約
の
た
め
腋

肚Ｉ

づ、口

出聿

一

〕
二
「

望
雷
族

￥
〃

ｒ策 ．第ク兵
墓
〕
「

J1

晨

旦一イニ

雫1
情
報
で
あ

の
他
の
記

ゐ
訂
も
の
（

特
定
の
燗

｝

弟谷芽
己一

向
Ｕ
外

伺
雀
律
笛
沼
和

韮
禾
挙

収て言

＞

フ
ｘ
一 三0、第日召

司一{一丁禾旧

１
，
１
由

白
衛
勝

○

へ

附
則
第

値
人
情
報

情
報
に
含

持
定
の
個

兵
墓
凹
ヨ

粂
結
床
一

の
『
叫
音

計
価
に
塵
す
る
個
人
情
報
の

行
政
機
関
の
長
及
び
警
察

外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価

炉
ｗ
△
［

一
一
一ユロ

剛聿 十
五
条
関
係

床
匹
十
一
万

弔
一
肩
（
々
合
口

×
匡
一

回り駒 ′と

ロ1 1 両

〕
二
「

…
寺7＝ 1石

おヨミ

閂笛タ 》
ｒ
Ⅱ
Ⅱ

形
禾

Ⅲ
皿
価

軍
〆
』
〉
へ
「
『

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

宋
兀

1

7

叫
匡
踵
Ｕ

×
匡

セ
ー
ュ
宗

情
報
で
あ

の
他
の
記

勺
、
も
の
〈

持
定
の
個

蒻各穿
日一

㈲
笙
律
笛
沼
和 又

ゴ 奴て言
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六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
適
合
事
業
者
及
び
適
合
事
業
者
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
す

る
派
遣
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
以

外
の
目
的
の
た
め
に
、
第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
さ
れ
た
内
容
を
自
ら
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は

な
ら
な
い
。
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